
　４．履行期間　　　令和８年４月１日～令和９年３月３１日

　　　・内訳：可燃物 週５回
　　　　　　　 不燃物 週１回
　　　　　　　 ビン・缶 週１回
　　　　　　　 ペットボトル 週１回

１）処理手数料は３００kgとして積算する。

２）可燃物の収集については給食実施日は毎日とする。

　　ただし、長期休業の場合は、週１回こちらの指定日とする。

３）収集時間は午後４時とする。

　　　・年２１０日

　６．その他

業務仕様書

　　　　　　　　　　　　（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）

　１．業 務 名　　　学校給食総合センターごみ収集業務委託

　２．業務場所　　　学校給食総合センター

　　　　　　　　　　　　　（長期継続契約）

　５．業務内容　　　廃棄物の収集運搬及び処理

　３．契約期間　　　契約日の翌日～令和９年３月３１日


